
 

 

障がい者を対象とした 

佐用町会計年度任用職員（一般事務補助） 
募集案内（令和２年１０月１日採用） 

 

 

 

 
 

○試 験 日  令和２年９月１７日（木）１３時３０分～ 

○受 付 期 間  令和２年８月１１日（火）～９月１１日（金） 

         ８時３０分～１７時１５分 

         ※ 土日祝祭日を除く  

○試 験 会 場  佐用町役場第一庁舎 

○受 験 申 込 先  佐用町役場 総務課 総務人事室 

〒679-5380 佐用郡佐用町佐用 2611 番地１ 

電話番号 0790（82）2549 

ホームページ http://www.town.sayo.lg.jp/ 

この試験は、「障害者の雇用の促進等に関する法

律」の趣旨に基づき、障がい者を対象として、その雇

用の促進をはかることを目的として行うものです。 
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１ 試験区分・採用予定人員・受験資格 

（１） 地方公務員法第１６条（欠格条項）のいずれかに該当する人は、受験できません。 

（２） 合格基準に満たない場合は不合格とするため、合格者が採用予定人員を下回る場合があります。 

（３） 各学校は学校教育法に基づくものとし、卒業の区分は最終学歴によります。 

（４） 受験資格に該当しない事実が発覚した場合は、合格を取り消します。 

 

２ 勤務時間等 

 

勤務時間 

①週３０時間【１日６時間×週５日】 

②週３１時間【１日７時間４５分×週４日】 

③その他、可能な限り相談に応じます 

主な職務内容 役場本庁舎及び支所における窓口対応や資料作成などの一般

的な事務作業 

※ 異動等により勤務場所が変更となる場合があります。 

※ 勤務条件等については、現時点で決定されていない部分などがあり、年度途中で変更

になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

試験区分 

会計年度任用職員（一般事務補助） 

任用期間は令和３年３月３１日までの単年度任用となりま

す。期間満了後の再度の受験を妨げるものではありません。 

採用予定人員 ３名程度 

 

 

 

 

受験資格 

① 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

のいずれかの障害者手帳の交付を受けている人 

② 学校教育法による高等学校以上の学校を卒業した人（※

「高等学校」には、学校教育法により、「高等学校」と同等

と認められるもの（特別支援学校高等部を修了した場合）を

含みます。） 

③ 通常の勤務時間に対応できる人 

④ 職務内容に関する事務能力のある人（窓口等における接客・

サービス経験のある方、Microsoft Office Word・Excel が堪

能なかたなど） 
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３ 受験手続 

（１）必要書類 

① 受験申込書 所定のもの（写真を貼り、本人の自筆により記入すること。） 

② 受験票貼付

用 写 真 
受験申込書と同じ写真を準備してください。 

③ 受験票返送

用 封 筒 

郵送で受験申込みをする人は、返送先を明記し、８４円切手を貼っ

た長３型の封筒 

（２）申込方法  

① 

受験 

申込書 

② 

受験票 

貼付用写真 

③ 

受験資格 

確認書類 

④ 

受験票 

返送用封筒 

申  込 

方  法 

○ ○ 
○ 

障害者手帳写し 

○ 

郵送時のみ 
持参・郵送 

※１ 上記必要書類に所定事項を記入し、佐用町役場 総務課 総務人事室まで持参又

は郵送してください。なお、受験に際しての提出書類は返却いたしません。 

※２ 写真（縦４．５㎝×横３．５㎝、上半身無帽、正面、申込前３か月以内に撮影し

たもの（裏面に氏名と撮影日を記入すること。））は①、②の２枚必要です。いずれ

も同じ写真を使用してください。 

※３ 受験申込書をインターネットによりダウンロードした場合には、白色でＡ４サイ

ズの紙に両面印刷し、記入してください。 

（３）受験申込  

受付期間 

８月１１日（火）から９月１１日（金）まで 

※ 受付期間中の土曜日、日曜日及び祝祭日は、受付できません。 

※ 持参の場合に限り代理提出することも可能です。 

※ 郵送の場合は、９月１１日（金）午後５時までに届いたものに限

り受け付けます。（ただし、料金不足、必要書類の記入漏れや不備

がある場合には受付することができません。） 

受付場所 佐用町役場 総務課 総務人事室 

受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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４ 試験 

（１）試 験 日 令和２年９月１７日（木）午後１時３０分から 

   受付時間は午後１時００分から同１時２０分まで 

※ 時間厳守のこと。原則として遅刻は認めません。 

（２）試験会場 佐用町役場第一庁舎 

（３）試験内容        

 ※ 試験の実施に当たり、可能なかぎりの配慮を行いますので、必要なことは申込時に

お申し出ください。 

（４）その他 

試験結果については、受験者全員に郵送します。 

 

５ 採用 

令和２年１０月１日に採用する予定です。また、合格者の辞退等に備え、合格基準を満

たした方について、補欠合格とする場合があります。 

 

６ 報酬等 

（１）初任給 

（２）諸手当 

「佐用町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」の定めるところによ

り、期末手当、通勤に係る費用弁償等を支給します。 

 

７ 休暇等 

年次有給休暇のほかに、忌引休暇等の各種休暇・休業制度があり、安心して働ける環境

を整えています。 

 

科目 時間 内容 

個人面接 １０分程度 自己ＰＲ等 

週３０時間（１日６時間×週５日） 週３１時間（１日７時間４５分×週４日） 

月額113,109円を基準とし、経験年数を考

慮して決定します。 

月額116,880円を基準とし、経験年数を考

慮して決定します。 



試験会場周辺図

佐用IC
佐用JCT

240

佐用消防署

佐用高校

佐用警察署佐用共立病院

佐用中央病院

マックスバリュ

佐用川

365

上町

至 姫路

鳥
取
道

至

上
郡

実栗

西山

佐用共立病院下

佐用小学校南

中町

試験会場図

【ＪＲ、智頭急行利用】

ＪＲ姫新線さよ駅から徒歩１分

【自動車利用】

文
化
情
報
セ
ン
タ
ー

ＪＲさよ駅

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町花『ひまわり』    町木『いちょう』   

 

 

 

絆できらめく ひと・まち・自然 未来へつなぐ 共生の郷 


